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証券コード1893
　

平成28年６月３日
株 主 各 位
　

東京都文京区後楽二丁目２番８号

代表取締役社長 清 水 琢 三
　

第66期定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　この度の「平成28年熊本地震」により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
　さて、当社第66期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますよう
ご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面（郵送）又は電磁的方法（インターネット）によって
議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただ
き、平成28年６月23日（木曜日）午後６時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上
げます。

敬 具
記

1. 日 時 　
　
平成28年６月24日（金曜日）午前10時
（受付開始時刻は午前９時を予定しております。）

2. 場 所 　
　
東京都文京区後楽二丁目２番８号 当社本店 11階会議室
（末尾の「総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 株主総会の目的事項
報告事項 1. 第66期（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）事業報告、連結計

算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第66期（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）計算書類報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款の一部変更の件
第３号議案 取締役10名選任の件
第４号議案 監査役２名選任の件

　 以 上
◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当
社ウェブサイト（http://www.penta-ocean.co.jp/）に掲載させていただきます。

◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」
につきましては、法令及び定款の規定に基づき、当社ウェブサイト（http://www.penta-ocean.co.jp/）に
掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。なお、本招集ご通知添付書類及び上
記ウェブサイト掲載書類は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監
査をした書類であります。
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議決権行使についてのご案内
　

株主総会における議決権は、次のいずれかの方法により行使いただくことができます。
　

株主総会にご出席いただける場合
お手数ながら同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
（当日ご出席の場合は、郵送〔議決権行使書〕又はインターネットによる議決権行使のお
手続きはいずれも不要です。）

株主総会開催日時 平成28年６月24日（金曜日）午前10時
　

株主総会にご出席いただけない場合
● 書面の郵送による議決権行使の場合
同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否を○印でご表示いただき、当社株主名簿
管理人に到着するようご返送ください。

議決権行使期限 平成28年６月23日（木曜日）午後６時到着

● インターネットによる議決権行使の場合
議決権行使ウェブサイト▶http://www.it-soukai.com/において、議決権行使書用紙右
片に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用いただき、画面の案
内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使期限 平成28年６月23日（木曜日）午後６時
詳細は次頁「インターネットによる議決権行使のご案内」をご覧ください。>>>

　
　 お問い合わせ先について

　ご不明な点は、株主名簿管理人である みずほ信託銀行 証券代行部（以下）までお問い合わ
せください。

(1) 議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先
　 フリーダイアル 0120-768-524　（平日 9：00～21：00）

(2) 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先
　 フリーダイアル 0120-288-324　（平日 9：00～17：00）
　

　 【機関投資家の皆様へ】
上記のインターネットによる議決権行使のほかに、予めお申込された場合に限り、株式会社ＩＣＪが運営す

る議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。
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インターネットによる議決権行使のご案内
　

(1) 書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」（下記
URL）にて議決権を行使可能です。ご希望の方は、同封の議決権行使書用紙右片に記載
の「議決権行使コード」及び「パスワード」にてログインしていただき、画面の案内に
従ってご入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワー
ドを変更いただく必要があります。
　

議決権行使ウェブサイト http://www.it-soukai.com/
　
(2) インターネットによる議決権行使期限は、平成28年６月23日（木曜日）午後６時ま
でであり、同時刻までに入力を終える必要があります。お早めにご行使くださいますよ
うお願いいたします。
(3) 議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、
インターネットによるものを有効といたします。複数回、議決権行使をされた場合は、
最後に行われたものを有効といたします。
(4) パスワード（株主様が変更されたものを含みます。）は本定時株主総会のみ有効で
す。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
(5) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

　
　 （ご注意）

・パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。な
お、パスワードを弊社よりお尋ねすることはございません。
・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされご使用できなくなります。ロックさ
れた場合は、画面の案内にしたがってお手続きください。
・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行ってお
りますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

　
以 上
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（添付書類）
　

事業報告 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

１ 企業集団の現況に関する事項
　
（1）事業の経過及びその成果
　当連結会計年度のわが国経済は、政府の
各種政策の効果や好調な企業収益により雇
用・所得に改善がみられ、緩やかな回復基
調で推移しました。一方、世界経済は、米
国を中心に先進国では緩やかな回復が続き
ましたが、中国をはじめとする新興国にお
ける景気の減速や、欧州・中東におけるテ
ロ・難民等による経済的影響等の不確実性
がみられました。また、為替変動や原油等
一次産品価格の下落等の内外経済への見通
しにかかるリスクは依然として下振れ傾向
にあります。
　建設業界におきましては、公共投資は減
少傾向にあるものの高めの水準を維持し、
民間設備投資は企業収益の改善等により緩
やかな増加基調を続け、住宅投資も持ち直
しています。当社グループの海外の主要市
場であるシンガポール、香港などの東南ア
ジアでは、中国経済の減速等による影響が
一部あるものの、社会インフラ整備を中心
に、建設投資は引き続き堅調に推移しまし
た。
　

　このような事業環境の下、当社グループ
は、中期経営計画（2014～2016年度）
の基本方針と基本戦略に基づき、昨年上方
修正した目標数値の達成に向け、取り組ん
でまいりました。
　当社グループの当連結会計年度の連結業
績は、売上高4,915億円（前連結会計年度
比15.3％増）、営業利益206億円（同67.7
％増）、経常利益194億円（同70.4％増）、
親会社株主に帰属する当期純利益78億円
（同26.2％増）となりました。造船事業な
らびに事業用不動産の減損損失等の特別損
失54億円を計上しましたが、手持工事の
順調な進捗による売上高の増加に加え、工
事収支が改善したことなどにより売上総利
益が増加し、営業利益、経常利益、親会社
株主に帰属する当期純利益いずれも増益と
なりました。
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国内土木事業

1,505売上高 億円　

92営業利益 億円　

30.5%

【事業セグメント別概況】

　売上高は1,505億円（前連結会計年度比1.9
％増）、営業利益は92億円（同74.4％増）と
なりました。工事利益率の改善により営業利益
は大きく改善しました。
　当社個別の受注高につきましては、官庁海上
工事は増加したものの、前期に複数の大型陸上
工事を受注した影響などにより358億円減少
し、1,532億円となりました。
　主な受注工事、完成工事は次の通りです。

（注）左の円グラフは、各事業セグメント売上高の全
事業セグメント売上高合計に対する割合を示し
ております。

　
○主な受注工事

発 注 者 工 事 名 称

関東地方整備局 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区廃棄物埋立護岸築造工事

東京都 平成２７年度海の森水上競技場整備工事

中部地方整備局 平成２７年度北勢ＢＰ坂部トンネル工事
　
○主な完成工事

発 注 者 工 事 名 称

気仙沼市 ２３年災 川原漁港外７漁港災害復旧工事

近畿地方整備局 近畿自動車道紀勢線周参見改良工事

横浜市 南本牧ふ頭第５ブロック廃棄物最終処分場(仮称)建設
工事(その３９・基礎及び本体工)
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国内建築事業

 　　　
 　

 1,654売上高 億円　

 105営業利益 億円　

33.5%

　
　

　売上高は1,654億円（前連結会計年度比
26.5％増）、営業利益は105億円（同417.7％
増）となりました。複数の大型工事の完成と工
事利益率の改善により、営業利益は大幅な増加
となりました。
　当社個別の受注高につきましては、前期に比
べ、民間工事は44億円増加しましたが、官庁
工事が307億円減少したため、合わせて263億
円減少し、1,450億円となりました。
　主な受注工事、完成工事は次の通りです。

○主な受注工事
発 注 者 工 事 名 称

野村不動産株式会社 （仮称）Landport高槻新築工事

住友不動産株式会社 （仮称）大森海岸計画新築工事

水戸市 水戸市新清掃工場建設工事

○主な完成工事
発 注 者 工 事 名 称

呉市 呉市新庁舎建設工事

株式会社ゴールドクレスト クレストフォルム矢向ⅢＢ棟新築工事

西濃運輸株式会社 （仮称）西濃運輸㈱新東京支店新築工事
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海外建設事業

 　　　
 　
1,625売上高 億円　

16営業利益 億円　

32.9%

　

　売上高は1,625億円（前連結会計年度比
17.4％増）、営業利益は16億円（同65.0％減）
となりました。手持工事の順調な進捗により売
上高は増加しましたが、工事利益率の低下によ
り営業利益は減少しました。
　当社個別の受注高につきましては、前期に複
数の大型工事を受注した影響などにより、前期
に比べ2,141億円減少し、1,417億円となりま
した。
　主な受注工事、完成工事は次の通りです。

　
○主な受注工事

発 注 者 工 事 名 称

シンガポール政府 シンガポール総合病院アウトラム・コミュニティー・
ホスピタル新築工事

ベトナム政府 ラックフェン国際港建設プロジェクト・パッケージ9
（航路浚渫工事）

香港職業訓練局 国際料理学校新築工事

○主な完成工事
発 注 者 工 事 名 称

シンガポール政府 ＨＤＢセンカンＣ２６＆２７新築工事

トンワーグループ・オブ･ホスピタルズ 東華三院黄笏南中学校新築工事

モザンビーク国運輸通信省 ナカラ港緊急改修計画
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国内開発事業・その他事業

 　売上高 億円　

(国内開発事業)

 営業損失 億円　

 　売上高 億円　

(その他事業)

 　営業損失 億円　

49
6

107
2

国内開発事業

その他事業

　　
　　

1.0%
2.2%

　

　国内開発事業の売上高は49億円（前連結会
計年度比139.8％増）、営業損失は6億円（前
連結会計年度は2億円の営業損失）となりま
した。

　建設資材の販売、機器リース、造船及び建
設汚泥処理等を主な内容とするその他事業に
つきましては、売上高は107億円（前連結会
計年度比5.9％増）、営業損失は2億円（前連
結会計年度は3億円の営業利益）となりまし
た。
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　【当社グループの事業セグメント別売上高及び営業利益】
（単位：百万円）

区 分 売 上 高 営業利益（△損失）

国 内 土 木 事 業 150,562 （1.9%) 9,255 (74.4%)

国 内 建 築 事 業 165,416 （26.5%) 10,543 (417.7%)

海 外 建 設 事 業 162,560 (17.4%) 1,685 (△65.0%)

国 内 開 発 事 業 4,961 (139.8%) △630 （―)

そ の 他 事 業 10,796 (5.9%) △249 （―)

計 494,298 (15.1%) 20,604 (67.7%)

消 去 △2,734 (―) 12 （―)

合 計 491,564 (15.3%) 20,617 (67.7%)
（注） ％表示は、対前期比増減率を表示しております。

　
　【当社の受注高・売上高・繰越高】

（単位：百万円）
区 分 前期繰越高 当期受注高 当期売上高 次期繰越高

建
設
事
業

国 内 土 木 156,255 153,233 137,600 171,888

国 内 建 築 163,711 145,084 159,340 149,456

海 外 (438,509)
410,162 141,754 155,960 395,956

計 　(758,476)
730,130 440,071 452,900 717,301

開 発 事 業 等 3,893 3,109 4,961 2,041

合 計 (762,369)
734,023 443,181 457,862 719,343

（注） 前期繰越高の上段（ ）内表示額は前期における次期繰越高を表し、下段表示額は当期において外国
為替相場が変動したため、前期繰越高を修正したものです。
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（2）設備投資等の状況
当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は、6,984百万円で、主なものは、
建設機械、船舶などの新設及び更新によるものです。

（3）資金調達の状況
当社は、運転資金の安定的かつ機動的な調達を行うため、総額400億円のシンジケーショ
ン方式による長期コミットメントラインを設定しております。
なお、当連結会計年度に、新株発行による資金調達はありませんでした。

（4）対処すべき課題
国内建設市場は、アベノミクスによる高水準の公共投資の継続、震災復興、また近年多発
している大雨や地震、火山活動などの災害に対する防災･減災などの公共事業は堅調です。
東京オリンピック・パラリンピック関連工事やリニア中央新幹線の工事の本格化もあり、高
水準な建設投資が続くものと見込まれます。
当社グループが今後とも取り組む課題としましては、①現場力・技術力の強化 ②現場生
産システム改革による生産性の向上 ③多様な人材の確保・育成 があげられます。
現場力・技術力を強化し、技術に裏打ちされた営業力、現場力、コスト競争力を磨くこと
で顧客の信頼を高め、付加価値の高い仕事の獲得を目指します。省力化・工業化工法の推
進、ICT（Information and Communication Technology）の活用による情報化施工、
BIM（Building Information Modeling）、CIM（Construction Information Modeling）
を推進し、現場生産性を高めていきます。また、性別、年齢、国籍等にかかわらず、得意分
野を持った多様な人材が生き生きと働ける環境を整備し、会社の持続的な成長のための人材
の育成にも取り組んでいきます。
引き続き、株主の皆様の信頼にお応えできるよう努めてまいります。
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■中期経営計画（2014～2016年度）

　● 基本方針 ～高品質で安全なものづくりを通じた顧客信頼・社会貢献の追求

現場力（技術力・施工力・安全力・マネジメント力）の強化
五洋ブランド（技術・施工・安全・品質・顧客信頼）の確立
強固な経営基盤の構築

　▼
臨海部ナンバーワン企業

臨海部の高い競争力・収益力を飛躍の推進力に

　● 基本戦略
　１．技術立社の推進 ～原点に返って現場力を高める
　２．五洋ブランドの確立 ～臨海部ナンバーワン企業の真価を発揮する
　３．経営力・組織力の強化 ～経営戦略を浸透させる
　４．強固な経営基盤の構築 ～将来の飛躍に向けた足固め

　
　 ▶ 土木部門 「現場力・技術力の再強化と好調な建設需要をとらえた事業拡大」
　 ① 現場力・技術力強化による利益の拡大
　 ② 臨海部の高い競争力を活かした営業展開
　 ③ 勝てる技術、売れる技術、拡げる技術の開発
　 ④ 環境エネルギー分野への取組み推進
　 ⑤ 事業拡大に伴う人材の積極的な確保・育成

　
　 ▶ 建築部門 「得意分野・エリアの営業力・現場力の強化による営業利益の拡大」
　 ① 営業基盤強化による五洋建築ブランドの構築
　 ② 受注時採算確保の徹底による赤字工事の排除
　 ③ 現場力・技術力強化による利益の拡大
　 ④ 顧客への提案力向上に向けた技術の開発
　 ⑤ リスク管理を徹底した開発事業への取組み推進
　 ⑥ 人材確保・育成
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　 ▶ 国際部門 「技術力強化によるアジアのリーディングコントラクターとしての
　 地位確立」
　 ① 営業基盤の強化・拡大
　 ② 国内部門との緊密な連携による技術力の強化
　 ③ 安定的な営業利益の確保
　 ④ 人材確保・育成

　
　 ▶ 経営基盤強化
　 ① 財務基盤の強化
　 ② 優れた人材の育成・確保
　 ③ 業務効率化のためのIT基盤の整備
　 ④ コーポレートガバナンスの充実
　 ⑤ 安全・品質管理の徹底
　 ⑥ グループ経営の強化

　
中期経営計画（2014～2016年度）主要数値の実績と目標（見直し後）

連 結
平成26年度
（2014年度）
第65期実績

平成27年度
（2015年度）
第66期実績

平成28年度
（2016年度）
第67期目標

業績指標

売上高 4,262億円 4,915億円 5,330億円
営業利益 122億円 206億円 215億円
経常利益 113億円 194億円 205億円
親会社株主に帰属する
当期純利益 61億円 78億円 115億円

1株当たり当期純利益 21.6円 27.3円 40.2円
自己資本利益率（ROE） 8.6% 9.9% 13.5%

財務指標
自己資本比率 21.0% 21.3% 24.3%
有利子負債残高 948億円 741億円 615億円以下
D/Eレシオ（ネット） 0.7倍 0.1倍 0.1倍以下

配 当 配当性向 18.5% 22.0% 20～25％
（注）「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日）等を適用し、当連結会計年度よ

り、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としている。
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第66期

21.9 22.3

第63期 第64期

2,029

7.10

第65期

■ 親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）
　 １株当たり当期純利益（円）

　 自己資本比率（％）

第66期第63期 第64期

349,839

第65期

■ 売上高（百万円）

第66期第63期 第64期

6,559

第65期

■ 経常利益（百万円）

第66期第63期 第64期

296,726

第65期

■ 総資産（百万円）

第66期第63期 第64期

65,110

第65期

■ 純資産（百万円）

3,762

381,182

9,159

301,626
67,493

13.16

21.0

6,183
426,237

11,393

366,169 77,068

21.63

7,805491,564 19,408

378,766 80,656

21.3

27.30

（5）財産及び損益の状況の推移
　 ① 企業集団の財産及び損益の推移

区 分 平成24年度
第63期

平成25年度
第64期

平成26年度
第65期

平成27年度
第66期

売 上 高 (百万円) 349,839 381,182 426,237 491,564
経 常 利 益 (百万円) 6,559 9,159 11,393 19,408
親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益 (百万円) 2,029 3,762 6,183 7,805

１株当たり当期純利益 (円) 7.10 13.16 21.63 27.30
総 資 産 (百万円) 296,726 301,626 366,169 378,766
自 己 資 本 比 率 (％) 21.9 22.3 21.0 21.3
純 資 産 (百万円) 65,110 67,493 77,068 80,656
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　 ② 当社の財産及び損益の推移

区 分 平成24年度
第63期

平成25年度
第64期

平成26年度
第65期

平成27年度
第66期

受 注 高 (百万円) 281,427 449,145 722,340 443,181

売 上 高 (百万円) 329,510 355,926 393,711 457,862

経 常 利 益 (百万円) 6,384 8,152 9,043 17,806

当 期 純 利 益 (百万円) 2,320 3,276 4,519 6,854

１株当たり当期純利益 (円) 8.12 11.46 15.81 23.98

総 資 産 (百万円) 282,615 283,701 345,575 356,334

純 資 産 (百万円) 61,316 65,578 69,794 74,457
　
　
（6）重要な子会社の状況
　 ① 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
（百万円）

当 社 の
出資比率 主 要 な 事 業 内 容

五 栄 土 木 株 式 会 社 200 100％ 土木・建築工事の設計施工及び建設用
資機材の販売・リース

洋 伸 建 設 株 式 会 社 66 100％ 土木・建築工事の設計施工及び建設用
資機材の販売・リース

ペンタビルダーズ株式会社 100 100％ 建築工事の設計施工及びビル管理業

警 固 屋 船 渠 株 式 会 社 100 100％ 船舶の建造・修理及び販売等

当社グループは、当社と上記の重要な子会社４社を含む連結子会社27社及び関連会社３
社から構成されております。

　 ② 当事業年度末日における特定完全子会社の状況
特定完全子会社に該当する子会社はありません。
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（7）主要な事業内容（平成28年３月31日現在）

事 業 名 事 業 内 容

国 内 土 木 事 業
国 内 建 築 事 業
海 外 建 設 事 業

主な事業会社である当社は、建設業法による特定建設業者（特-24）
第1150号として国土交通大臣の許可を受け、建設工事の企画、調
査、設計、積算、監理、施工、コンサルティング等の事業を行ってお
ります。

国 内 開 発 事 業
主な事業会社である当社は、宅地建物取引業法により宅地建物取引業
者（12）第1635号として国土交通大臣の許可を受け、不動産の売
買、交換、賃貸借、仲介、管理、鑑定等の事業を行っております。

そ の 他 事 業 主として子会社において、建設資材の販売、機器リース、造船及び建
設汚泥処理等の事業を行っております。

（8）主要な営業所など（平成28年３月31日現在）
　 ① 当社
　 本 店：東京都文京区後楽二丁目２番８号

支 店：札 幌 支 店（札幌市） 東 北 支 店（仙台市）
北 陸 支 店（新潟市） 東京土木支店（東京都文京区）
東京建築支店（東京都文京区） 名 古 屋 支 店（名古屋市）
大 阪 支 店（大阪市） 中 国 支 店（広島市）
四 国 支 店（松山市） 九 州 支 店（福岡市）

　 技術研究所：栃木県那須塩原市
海外事業所：シンガポール営業所 香 港 営 業 所 ベ ト ナ ム 営 業 所

インドネシア営業所 マレーシア営業所 エ ジ プ ト 営 業 所
タ イ 営 業 所 中 東 営 業 所 ミャンマー営業所
デ リ ー 事 務 所

　 ② 重要な子会社
五 栄 土 木 株 式 会 社 本店（東京都江東区）
洋 伸 建 設 株 式 会 社 本店（広島市）
ペンタビルダーズ株式会社 本店（東京都台東区）
警 固 屋 船 渠 株 式 会 社 本店（広島県呉市）
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（9）従業員の状況（平成28年３月31日現在）
　 ① 企業集団の従業員の状況

事 業 区 分 従 業 員 数 ( 人 ) 前期末比増減(人 )

国内土木事業 1,728（ 141） 51（ 1）

国内建築事業 934（ 59） 21（ △2）

海外建設事業 161（1,691） △1（ 415）

国内開発事業 4（ 1） 0（ 0）

その他事業 116（ 11） 4（ 3）

全社（共通) 82（ 9） 1（ 1）

合 計 3,025（1,912） 76（ 418）
（注）従業員は就業人数であり、海外の現地採用の従業員（1,691人）及び臨時従業員（221人）は、

年間の平均人数を（ ）外数で記載している。

　 ② 当社の従業員の状況

従 業 員 数 ( 人 ) 前 期 末 比 増 減 ( 人 ) 平 均 年齢 平均勤続年数

2,522（1,841） 81（420） 43.5才 19.1年
（注）従業員は就業人数であり、海外の現地採用の従業員（1,633人）及び臨時従業員（208人）は、

年間の平均人数を（ ）外数で記載している。
　
（10）企業集団の主要な借入先（平成28年３月31日現在）

借 入 先 借入金額残高(百万円)

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 12,102

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 4,852

株 式 会 社 広 島 銀 行 4,080
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２ 会社の株式に関する事項（平成28年３月31日現在）
　

（1）発行可能株式総数 599,135,000株
（2）発行済株式の総数 285,903,958株 （自己株式 109,952株を除く）
（3）株主数 35,050名 （前期末比 900名減）
（4）大株主

株 主 名 持 株 数
（千株）

持株比率
（%）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口) 41,746 14.6

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口) 15,957 5.6

株式会社みずほ銀行 7,059 2.5

明治安田生命保険相互会社 6,656 2.3
チェース マンハッタン バンク ジーティーエス
クライアンツ アカウント エスクロウ 5,781 2.0

ジユニパー 5,039 1.8
８１８５１７ノムラルクスマルチカレンシジエイピス
トクリド 4,833 1.7

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 4,280 1.5

東京海上日動火災保険株式会社 3,934 1.4

みずほ信託銀行株式会社 3,470 1.2
（注） 持株比率は、自己株式（109,952株）を控除して計算しております。
　
　
３ 会社の新株予約権等に関する事項
　

該当事項はありません。
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４ 会社役員に関する事項
　
（1）取締役及び監査役の氏名等
　 平成28年３月31日における取締役及び監査役は次の通りです。
会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長 村 重 芳 雄
代表取締役社長 清 水 琢 三 執行役員社長
代 表 取 締 役 佐々木 邦 彦 執行役員副社長 経営管理本部長 兼 安全品質環境担当
取 締 役 都 甲 明 彦 専務執行役員 国際部門長
取 締 役 植 田 和 哉 専務執行役員 土木部門土木営業本部長
取 締 役 中 満 祐 二 常務執行役員 建築部門建築営業本部長
取 締 役 野 口 哲 史 執行役員 土木部門土木本部副本部長 兼 技術研究所担当 兼 技術戦略室担当
取 締 役 五十嵐 信 一 執行役員 建築部門建築本部長 兼 安全品質環境担当
取 締 役 稲 富 路 生 執行役員 経営管理本部副本部長 兼 経営管理本部経営企画部長 兼 CSR推進室長
取 締 役 小 原 久 典 株式会社ビックカメラ 社外監査役
常 勤 監 査 役 宮 園 猛
常 勤 監 査 役 樋　口 達 士
常 勤 監 査 役 福 田 博 長
監 査 役 豊 島 達 哉 損保ジャパン日本興亜クレジット株式会社 代表取締役社長
（注）1. 取締役のうち、小原久典氏は、会社法に定める社外取締役です。

2. 監査役のうち、樋口達士氏、福田博長氏、豊島達哉氏は、会社法に定める社外監査役です。
3. 取締役のうち小原久典氏、監査役のうち樋口達士氏、福田博長氏、豊島達哉氏は、当社が上場する
金融商品取引所の定める独立役員として届け出ております。

4. 当事業年度中の取締役の異動は次の通りです。
（1）取締役柿本泰二氏は、平成27年６月26日に任期満了により退任いたしました。
（2）平成27年６月26日開催の第65期定時株主総会において、都甲明彦氏が取締役に新たに選任さ

れ、就任いたしました。
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当社は執行役員制度を導入しております。平成28年３月31日における執行役員は次の通りです。

役 位 氏 名 担 当 ・ 役 職

※執 行 役 員 社 長 清 水 琢 三

執行役員副社長 津 田 映 建築部門担当 兼 安全品質環境担当 兼 購買部担当

※執行役員副社長 佐々木 邦 彦 経営管理本部長 兼 安全品質環境担当

執行役員副社長 近 藤 浩 右 土木部門担当 兼 安全品質環境担当

専 務 執 行 役 員 山 下 純 男 建築部門担当

専 務 執 行 役 員 望 月 常 好 土木部門担当

専 務 執 行 役 員 柿 本 泰 二 国際部門担当

専 務 執 行 役 員 河 内 政 巳 土木部門土木本部長 兼 安全品質環境担当

※専 務 執 行 役 員 都 甲 明 彦 国際部門長

専 務 執 行 役 員 越 智 修 東京土木支店長

※専 務 執 行 役 員 植 田 和 哉 土木部門土木営業本部長

常 務 執 行 役 員 北 川 隆 土木部門担当

常 務 執 行 役 員 中 山 信 也 建築部門都市開発本部長

常 務 執 行 役 員 柳 田 良 一 東北支店長

常 務 執 行 役 員 下 石 誠 九州支店長

※常 務 執 行 役 員 中 満 祐 二 建築部門建築営業本部長

常 務 執 行 役 員 田 原 良 二 東京建築支店長

常 務 執 行 役 員 吉 永 清 人 土木部門担当

執 行 役 員 中 澤 貴 志 安全品質環境本部長

執 行 役 員 小 林 義 和 建築部門担当
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役 位 氏 名 担 当 ・ 役 職

執 行 役 員 坪 崎 裕 幸 建築部門担当

執 行 役 員 村 山 正 純 土木部門担当

執 行 役 員 岡 田 富士夫 国際部門担当

※執 行 役 員 野 口 哲 史 土木部門土木本部副本部長 兼 技術研究所担当 兼 技術戦略室担当

執 行 役 員 福 島 正 浩 東京土木支店副支店長

執 行 役 員 緒 方 晴 樹 土木部門担当

執 行 役 員 片 山 一 土木部門土木営業本部副本部長

※執 行 役 員 五十嵐 信 一 建築部門建築本部長 兼 安全品質環境担当

執 行 役 員 島 内 理 四国支店長

執 行 役 員 松 山 章 大阪支店長

執 行 役 員 日 高 淳 経営管理本部副本部長 兼 経営管理本部総務部長 兼 総合監査部担当

※執 行 役 員 稲 富 路 生 経営管理本部副本部長 兼 経営管理本部経営企画部長 兼 CSR推進室長

執 行 役 員 佐々木 毅 建築部門担当

執 行 役 員 小 辻　昌 典 名古屋支店長

執 行 役 員 大 下 哲 則 中国支店長

執 行 役 員 古 野 博 己 土木部門担当（環境事業） 兼 2020事業室担当

執 行 役 員 勝 村 潤 治 国際部門国際管理本部長 兼 国際部門国際管理本部国際総務部長

執 行 役 員 渡 部 浩 建築部門建築営業本部副本部長
（注）1. ※は取締役兼務者です。

2. 当事業年度中の執行役員の異動は次の通りです。
(1) 平成27年４月１日に、植田和哉氏が専務執行役員に、小辻昌典氏、大下哲則氏、古野博己氏、勝

村潤治氏、渡部浩氏が執行役員に、それぞれ就任いたしました。
(2) 平成27年５月15日に、福田幸司氏が退任いたしました。
(3) 平成27年７月１日に、吉永清人氏が常務執行役員に就任いたしました。
(4) 平成28年３月31日に、津田映氏が執行役員副社長を、柿本泰二氏、河内政巳氏が専務執行役員
を、中山信也氏、柳田良一氏が常務執行役員を、小林義和氏が執行役員を、それぞれ退任いたし
ました。
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（2）責任限定契約の内容の概要
　当社は、定款の規定に基づき社外役員との間に社外役員の損害賠償責任を限定する契約を
締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定
める最低責任限度額としております。

　
（3）取締役及び監査役の報酬等の額
　取締役及び監査役の報酬等の額は次の通りです。

取 締 役 11名 274百万円 （うち社外取締役 1名 8百万円）
監 査 役 4名 50百万円 （うち社外監査役 3名 30百万円）

（注） 取締役の支給人員と支給額には、期中に退任した１名を含めております。

　当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は次の通りです。
　当社は、業績と報酬が連動する役員業績評価制度を導入しており、将来の売上高の指標と
なる建設事業の受注高、現状の収益性の指標となる営業利益、企業価値の指標となる当社株
価等を客観的評価項目とするとともに、定性的な個人の業績評価を加味して決定した報酬額
を、代表取締役が独立社外取締役を委員長とする人事委員会に諮問し、取締役会で決定して
おります。

（4）社外役員に関する事項
　 ① 重要な兼職先と当社との関係

氏 名 兼 職 の 状 況

小 原 久 典（社外取締役） 株式会社ビックカメラ 社外監査役

豊 島 達 哉（社外監査役） 損保ジャパン日本興亜クレジット株式会社
代表取締役社長

（注）1. 社外取締役小原久典氏が兼職している他の法人等と当社の間に、重要な関係はありません。
　 2. 社外監査役豊島達哉氏が兼職している他の法人等と当社の間に、重要な関係はありません。
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　 ② 主な活動状況
　

氏 名 主 な 活 動 状 況

小 原 久 典 当事業年度に開催した取締役会23回中23回に出席し、議案審議等に
必要な発言を適宜行いました。

樋　口 達 士 当事業年度に開催した取締役会23回中23回、監査役会15回中15回に
出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行いました。

福 田 博 長 当事業年度に開催した取締役会23回中23回、監査役会15回中15回に
出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行いました。

豊 島 達 哉 当事業年度に開催した取締役会23回中23回、監査役会15回中15回に
出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行いました。

　
５ 会計監査人の状況
　
（1）会計監査人の名称
　 新日本有限責任監査法人
　
（2）当事業年度に係わる会計監査人の報酬等の額

摘 要 報酬等の額

①当社の当事業年度に係わる会計監査人の報酬等の額 90百万円

　公認会計士法第２条第１項の業務に係わる報酬等の額 89百万円

　公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に係わる報酬等の額 0百万円

②当社及び当社の連結子会社が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額 90百万円
　

（注）1. 当社監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの報告聴取や関連資料の入手を通じて、会計監
査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や監査報酬の見積算出根拠等を確認
した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の額と
金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を明確に区分しておらず、かつ、実質的にも区分でき
ないため、これらの合計額をそのまま記載しております。

3. 当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）とし
て、海外での税務申告のための本邦発生経費に係る証明業務等について、対価を支払っておりま
す。

4. 報酬等の額は、消費税等抜きの金額で記載しております。
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（3）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社監査役会は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計

監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の
解任または不再任に関する議題を決定し、株主総会に提案いたします。

（4）会計監査人が受けた過去2年間の業務停止処分
　 金融庁が平成27年12月22日付で発表した処分の内容の概要
　 ① 処分対象
　 ・新日本有限責任監査法人
　 ② 処分の内容

・平成28年１月１日から平成28年３月31日までの３か月間の契約の新規の締結に関する
業務の停止

　 ③ 処分理由
・社員の過失による虚偽証明
・監査法人の運営が著しく不当
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６ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他の業務の適正を確保するための体制

　
　
　当社が、業務の適正を確保するための体制
（いわゆる内部統制システム）の整備方針に
ついて取締役会において決議した事項は次の
とおりであります。

（内部統制システムに関する基本方針）
　当社は、誠実で透明性の高い経営活動の推
進が不可欠と考え、CSR（企業の社会的責
任）を重視した経営理念を策定している。そ
の経営理念の実現を図るべく、取締役及び取
締役会はリスク管理の徹底及び法令等の遵
守、並びに業務の適正かつ効率的な遂行を確
保するため、経営活動に関わるすべての行動
について会社法に基づき、内部統制基本方針
を策定し、これを実施する。(会社法第362
条第４項第６号）

（1）取締役の職務の執行に係る情報の保存及
び管理に関する体制
（会社法施行規則第100条第１項第１号）
　取締役の業務執行について取締役会規則
及び社内規則に則り、取締役会議事録、重
要な会議の記録等情報の適切な保存及び管
理を行う。

（2）損失の危険の管理に関する規程その他の
体制
（会社法施行規則第100条第１項第２号）
① リスク管理規則、対策本部規程を定
め、それに則りコンプライアンス、財
務、情報、品質安全衛生環境、事業継続
等に関するリスク管理体制を整備・運用
し、損失の危険の管理を行う。また、必
要に応じ研修の実施、マニュアルの作
成・配布等を行う。

② リスクマネジメント委員会は、リスク
マネジメントの推進を図り、内部監査部
門の監査等を通じて、リスク管理体制の
継続的改善に取り組む。
③ リスクマネジメント委員会によるリス
ク管理体制の下、役職員はリスク発生時
に迅速な情報伝達及び緊急時の対応を迅
速・適切に行う。また、同委員会は適宜
対策本部を設置し、損害の拡大等を防止
し、これを最小限に止める活動を行う。

（3）取締役の職務の執行が効率的に行われる
ことを確保するための体制
（会社法施行規則第100条第１項第３号）
　取締役による業務執行を適正かつ効率的
に行うため、取締役会規則、執行役員制
度、執行役員規則及び決裁権限基準等社内
規則を整備し、もって取締役会の活性化と
意思決定の迅速化を図る。

（4）取締役及び使用人の職務の執行が法令及
び定款に適合することを確保するための体
制
（会社法第362条第４項第６号）
（会社法施行規則第100条第１項第４号）
① 取締役会は、取締役その他役職員の職
務の執行が法令及び定款に適合すること
を確保するため、CSR基本方針、行動規
範を定め、企業倫理を確立し、反社会的
勢力排除も含め、コンプライアンスの徹
底を図る。
② リスクマネジメント委員会は、コンプ
ライアンスの基本方針またはガイドライ
ンを策定し、会社全体のコンプライアン
スの推進を図る。各業務執行部門は、同
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　委員会の方針に従い、研修の実施等によ
り、コンプライアンスの推進を図る。
③ 取締役会は、取締役及び使用人に、業
務の執行状況を定期的且つ必要に応じて
適宜報告させ、取締役及び使用人の職務
における法令、定款及び社内規則の遵守
状況を把握する。これにより、法令違反
等を未然に防止すべく努めるとともに、
万一、法令違反等が発生した場合には、
違反者を厳正に処分するとともに、更に
再発防止のための社内体制を整備し、運
用する。
④ 内部監査部門は、社内規則に則り、内
部監査を実施し、使用人の職務における
法令、定款及び社内規則の遵守状況並び
にその他業務の遂行状況を検証し、その
結果を取締役会に報告する。
⑤ コンプライアンスに関し、法令違反等
の事実の通報を行わせる公益通報者保護
法の趣旨を社内に周知・徹底させるとと
もに企業不祥事を未然に防止するためコ
ンプライアンス相談窓口を設置する。

（5）当該株式会社並びにその親会社及び子会
社から成る企業集団における業務の適正を
確保するための体制
（会社法施行規則第100条第１項第５号）
① 取締役会は、取締役会規則に則り、グ
ループ会社の経営方針・経営計画その他
経営に関する重要事項を決議し、当社を
含めたグループ全体の業務の適正を確保
するための体制を整備する。
② 取締役会は、金融商品取引法その他の
法令・指針等に従い、当社及びグループ
会社の財務報告の信頼性、有効性を確保
するとともにグループ会社の損失の危険
に関する規程及び体制を整備し、当該統
制システムの評価を継続的に行う。
③ 取締役または執行役員は、関係会社管

　理規程に従い、グループ会社の取締役に
対して業務執行における重要事項につい
て報告を求めるとともに必要に応じて協
議する。
④ グループ会社各社にリスクマネジメン
ト委員会を設置し、研修等を通じてコン
プライアンスの周知・徹底を図る。ま
た、その業態に応じて規則の整備等を行
う。
⑤ 内部監査部門は、取締役会において決
議されたグループ会社の経営方針並びに
関係会社管理規程に基づき、内部監査規
則に則り、グループ会社の業務遂行状況
及び管理等の適正さについて監査を行
い、その結果を取締役会に報告する。

（6）監査役に関する事項
（会社法施行規則第100条第３項第１号～
第７号）
1）監査役がその職務を補助すべき使用人
を置くことを求めた場合における当該使
用人に関する事項
　 監査役または監査役会が求めた場合に
は、取締役、執行役員等の指揮命令に属
さない使用人を選任する。
2）前号の使用人の取締役からの独立性に
関する事項
　 補助すべき使用人に関する人事異動等
については、監査役または監査役会の事
前承認を必要とする。
3）取締役及び使用人が監査役に報告をす
るための体制その他の監査役への報告に
関する体制
① 取締役及び使用人は、法令・定款に
違反するおそれのある事項等企業経営
に影響を及ぼす重要な事項について規
則を整備し、これに則り監査役に報告
する。
② 内部監査部門は、内部監査に関する
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　結果について監査役に報告する。
4）その他監査役の監査が実効的に行われ
ることを確保するための体制
① 監査役及び監査役会は内部監査部門
と随時連絡、連携を行い、必要に応
じ、その他関係部門に協力を求めるこ
とができる。
② 監査役は業務の適正を確保するため
に重要な会議へ出席することができ
る。

（内部統制システムの運用状況の概要）
（1）内部統制システム全般
　 当社は、当社及びグループ会社を含めた
グループ全体の内部統制システム全般の整
備・運用状況を、内部監査部門が監査し、
継続的な改善と適正な業務の確認を行って
おります。取締役会は、第66期事業年度
末の時点で、内部統制システムの整備・運
用状況を評価し、基本方針に基づき内部統
制システムが適切に運用されていることを
確認しております。

（2）コンプライアンス体制
　 当社は、教育実施計画を策定し計画的な
教育の実施によりコンプライアンスの徹底
を図っております。階層別、当社グループ
の全役職員を対象としたコンプライアンス
研修や「行動規範」の浸透状況の確認を含
めた教育の実施をしております。また、
「コンプライアンス相談窓口」制度により
社内外に相談窓口を設けており、当社及び
グループ会社が利用することで問題の早期
発見と改善に努めています。

（3）リスク管理体制
　 リスクマネジメント委員会（当事業年度
は12回実施）はリスクマネジメントの推
進を行い、継続的な見直しによりリスク管

　理体制を整備しております。リスクマネジ
メント委員会で報告されたリスクについて
審議し、対応策等の実施を行いました。
　 また、大規模災害時の事業継続リスクに
備えて、ＢＣＰ防災訓練を実施しておりま
す。

(4)グループ経営管理体制
　 当社の内部監査部門による監査等を実施
し、グループ全体の業務の適正を確保して
おります。また、グループ経営会議を実施
し、グループ会社の経営管理を行っており
ます。

（5）取締役の職務執行管理体制
　 当社は、「取締役会規則」に基づき、原
則月２回の取締役会を開催し、法令又は定
款に定められた事項及び経営上重要な事項
の決議、取締役の職務執行の監督を行って
おります。なお、当事業年度におきまして
は、取締役会を23回開催しております。

（6）監査役の職務執行管理体制
　 当社の監査役は監査役会において定めた
監査方針・監査計画に基づき、グループ会
社を含む営業拠点への往査等を実施してお
ります。当事業年度において監査役会は
15回開催しております。
　また、監査役は取締役会及び重要な経営
会議に出席しており、代表取締役とは定期
的に面談を実施しました。
　 監査役は、内部監査部門から内部統制シ
ステムの整備･運用状況について定期的な
報告を受けるとともに随時情報交換を行
い、監査の実効性を高めました。
　 監査役は、会計監査人との定期的会合等
を通じて内部統制システムの整備・運用状
況に関する会計監査人の意見等について把
握し、必要に応じて報告を求めました。
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７ 株式会社の支配に関する基本方針
　
　
　会社法施行規則第118条第３号に定める
「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支
配する者の在り方に関する基本方針」の内容
の概要は以下の通りです。

（当社の財務及び事業の方針の決定を支配す
る者の在り方に関する基本方針）
　上場会社である当社の株式は、株主、投資
家の皆様による自由な取引が認められてお
り、当社の株式に対する大規模買付提案又は
これに類似する行為があった場合において
も、一概に否定するものではなく、最終的に
は株主の皆様の意思により判断されるべきで
あると考えております。
　しかしながら、このような株式の大規模な
買付や買付提案の中には、その目的等から見
て企業価値ひいては株主共同の利益に対する
明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売
却を事実上強要するおそれのあるもの、対象
会社の取締役会や株主が買付の条件等につい
て検討し、あるいは対象会社の取締役会が代
替案を提案するための十分な時間や情報を提
供しないものなど、不適切なものも少なくあ
りません。
　当社の財務及び事業の方針の決定を支配す
る者の在り方としては、経営の基本理念、企
業価値のさまざまな源泉、ならびに当社を支
えるステークホルダーとの信頼関係を十分に
理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の
利益を中長期的に確保、向上させる者でなけ
ればならないと考えております。従いまし
て、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損
するおそれのある不適切な大規模買付提案又
はこれに類似する行為を行う者は、当社の財
務及び事業の方針の決定を支配する者として
不適切であると考えます。

　そのため、当社取締役会は、万一、当社の
支配権の移転を伴う大量買付を意図する者が
現れた場合は、買付者に買付の条件ならびに
買収した場合の経営方針、事業計画等に関す
る十分な情報を提供させ、当社取締役会や必
要な場合には株主がその内容を検討し、ある
いは当社取締役会が代替案を提案するための
十分な時間を確保することが、最終判断者で
ある株主の皆様に対する当社取締役会の責務
であると考えております。

（基本方針の実現に資する取組み）
　当社グループは、多数の株主、投資家の皆
様に長期的に当社への投資を継続していただ
くため、企業価値ひいては株主共同の利益を
向上させるための取組みとして、次の諸施策
を実施しており、これらの取組みは、上記の
基本方針の実現に資するものと考えておりま
す。

１．「中期経営計画」等による企業価値向上
への取組み

　当社グループは、「良質な社会インフラの
建設こそが最大の社会貢献」と考え、安全、
環境への配慮と技術に裏打ちされた確かな品
質の提供を通じて、株主、顧客、取引先、従
業員のみならず、地域社会にとって魅力のあ
る企業として持続的に発展することを目指し
ています。このような意識を役職員で共有す
るためCSR（企業の社会的責任）を重視した
経営理念並びに中期ビジョンを策定しており
ます。
　当社グループは、経営環境の変化に対応、
あるいは先取りをしながら、この理念・ビジ
ョンの実現を目指し、企業価値の向上を図る
ため、3カ年を期間とする中期経営計画を策
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定しております。この中期経営計画は、環境
の変化を踏まえた経営方針を掲げ、実効性の
高い施策を策定し、実行していくものです。
毎期、計画の進捗状況を確認し、状況に応じ
て計画を見直すとともに、3カ年ごとに計画
の達成状況を検証し、その評価を次の計画の
策定に活かしております。当社グループは、
このサイクルを継続していくことによって、
環境の変化に柔軟に対応しながら、中長期的
な企業価値の向上が実現できるものと考えて
おります。

【ご参考】
現在当社グループが取り組んでいる「中期経営計画
（2014～2016年度）」の詳細につきましては、11
～12ページをご覧ください。

２．「コーポレート・ガバナンスの強化」に
よる企業価値向上の取組み

　当社は、会社の永続的な成長・発展のた
め、コーポレート・ガバナンスの充実を重要
な経営課題と位置付け、基本的な考え方、運
営指針となる「五洋建設コーポレートガバナ
ンス・ガイドライン」を平成27年11月11日
に制定しました。本ガイドラインに則り、経
営環境の変化に対応しながら、迅速かつ果断
な意思決定ができる体制を構築し、さらなる
コーポレート・ガバナンスの充実を図ってま
いります。
　なお、「五洋建設コーポレートガバナン
ス・ガイドライン」は、当社ウェブサイト
（http://www.penta-ocean.co.jp/）
に掲載しております。

○コーポレート・ガバナンス体制
　当社は、社外取締役、監査役会、会計監査
人、内部監査部門が連携を図ることで経営に
対する監督・監査機能の強化を図っていま

す。取締役会の活性化と意思決定の迅速化を
図るとともに、業務執行の責任を明確にする
ため執行役員制度を導入し、社外取締役を委
員長とする役員人事及び報酬の諮問機関であ
る人事委員会を設置しています。取締役会は
原則月２回の開催とし、経営方針、法律で定
められた事項、その他会社規則で定めた重要
事項について活発な討議の上、意思決定を行
っております。取締役、執行役員の報酬は、
その責任を明確にするため、業績と報酬が連
動する役員業績評価制度を導入しておりま
す。また、性別･年齢･国籍等にかかわらず、
多様な人材の確保を推進しています。
　当社は監査役制度を採用しており、そのう
ち３名が社外監査役です。監査役は取締役会
に常時出席しているほか、執行役員会議をは
じめとした社内の重要会議にも積極的に参加
しており、取締役の職務執行を充分に監視す
る体制を整えております。
　こうしたコーポレート・ガバナンス体制を
採用することで、公正で透明性の高い経営を
行うことができると考えております。

○独立役員
　当社は、社外役員４名全員について、一般
株主と利益相反のおそれがないと判断し、当
社が上場する金融商品取引所に対し、独立役
員として届け出ております。これら独立役員
については、取締役会などにおける業務執行
に係る決定局面等において、一般株主の利益
への配慮がなされるよう、必要な意見を述べ
るなど、一般株主の利益保護を踏まえた行動
をとることが期待されます。

○コンプライアンスへの取組み
　コンプライアンスについては、内部統制シ
ステムの構築に当たりリスク管理体制を明確
にするため、平成20年４月にコンプライア
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ンス委員会を発展的に改組したリスクマネジ
メント委員会を設置しています。法令遵守は
もとより、社会的規範・倫理を尊重した公明
正大な企業活動を確実に実践すべく取り組ん
でいます。役職員一人ひとりが、経営理念を
実現し、事業活動を適正に遂行して社会的責
任を果たしていく上で、社会の一員として遵
守すべき行動規範を定め、浸透に務めていま
す。違法又は不適切な行為の通報先に、社内
窓口のほか経営陣から独立した社外の弁護士
に内部通報窓口を設け、内部通報制度により
伝えられた情報を適切に活用する体制を構築
しています。

　以上の取組みを通じて、当社グループは企
業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上
を図ってまいります。

（基本方針に照らして不適切な者によって当
社の財務及び事業の方針の決定が支配され
ることを防止するための具体的な取組み）
　当社は、当社の企業価値ひいては株主共同
の利益を確保・向上させるための取組みとし
て、平成19年6月28日開催の第57期定時株
主総会において株主の皆様のご承認をいただ
き、「当社株式の大規模買付行為への対応策
（買収防衛策）」を導入いたしました。しかし
ながら、その後当社を取り巻く外部環境が変
化するとともに、金融商品取引法による大量
買付行為に対する法制度の整備が行われたこ
とから、株主の皆様並びに当社取締役会が適
正な判断をするために必要な情報や時間を確
保するという当買収防衛策の導入目的が一定
程度担保される状況となりました。これを勘
案し、当社は平成25年5月13日開催の取締
役会において、当買収防衛策の有効期限であ
る平成25年6月27日開催の第63期定時株主
総会終結の時をもって、当買収防衛策を継続
しないことを決議いたしました。
　今後当社は、当社株式の取引状況や株主の
異動を引き続き注視し、万一当社株式の大量
買付を企図する者が現れた場合は、金融商品
取引法の定める手続きに則り、当該大量買付
者に適切な情報開示を求めるとともに、当社
の判断や意見も公表することで、株主の皆様
が大規模買付行為に対し適切な判断を行うた
めの情報と時間の確保に努めてまいります。
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８ 剰余金の配当等の決定に関する方針
　
　
　当社は、将来に備えた経営基盤の強化及び技術開発や設備投資の実施などにより、収益力の
向上、企業価値の増大を図るとともに、株主の皆様に対して継続的かつ安定的に配当を行うこ
とを基本方針としております。この方針の下、配当性向20～25%を目標といたします。

　

　

　

　

　

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 注記がない限り、本事業報告中の記載金額及び株式数は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しており

ます。また、比率等は表示桁未満の端数を四捨五入して表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成28年３月31日現在）

(単位：百万円)
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）
Ⅰ 流 動 資 産

現 金 預 金
受取手形・完成工事未収入金等
有 価 証 券
未 成 工 事 支 出 金 等
た な 卸 不 動 産
未 収 入 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

Ⅱ 固 定 資 産
（1）有 形 固 定 資 産

建 物 ・ 構 築 物
機械、運搬具及び工具器具備品
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

（2）無 形 固 定 資 産
（3）投資その他の資産

投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
退 職 給 付 に 係 る 資 産
そ の 他
　貸 倒 引 当 金

Ⅲ 繰 延 資 産
開 業 費

378,766
286,957
66,398
172,409

31
14,671
6,307
21,310
2,708
4,023
△903
91,750
70,425
12,936
23,947
32,729
530
281
1,456
19,868
14,590
1,400
1,091
3,746
△961
58
58

（負 債 の 部） 298,109
Ⅰ 流 動 負 債 251,491

支払手形・工事未払金等 129,562
電 子 記 録 債 務 15,823
短 期 借 入 金 33,785
未 払 法 人 税 等 6,091
未 成 工 事 受 入 金 26,557
預 り 金 26,008
完 成 工 事 補 償 引 当 金 1,472
賞 与 引 当 金 1,877
工 事 損 失 引 当 金 2,414
そ の 他 7,897

Ⅱ 固 定 負 債 46,618
社 債 20,000
長 期 借 入 金 20,413
再評価に係る繰延税金負債 3,869
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 174
退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,084
そ の 他 1,076
（純 資 産 の 部） 80,656

Ⅰ 株 主 資 本 74,713
資 本 金 30,449
資 本 剰 余 金 18,386
利 益 剰 余 金 25,902
自 己 株 式 △25

Ⅱ その他の包括利益累計額 5,874
その他有価証券評価差額金 2,299
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 20
土 地 再 評 価 差 額 金 4,303
為 替 換 算 調 整 勘 定 △81
退職給付に係る調整累計額 △668

Ⅲ 非支配株主持分 68
資 産 合 計 378,766 負 債 純 資 産 合 計 378,766
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連 結 損 益 計 算 書
(自至 平成

平成
27
28
年
年
４
３
月
月
１
31
日
日) (単位：百万円)

科 目 金 額
Ⅰ 売 上 高

完 成 工 事 高 477,164
開 発 事 業 等 売 上 高 14,399 491,564

Ⅱ 売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 441,859
開 発 事 業 等 売 上 原 価 13,694 455,553
売 上 総 利 益
完 成 工 事 総 利 益 35,304
開 発 事 業 等 総 利 益 705 36,010

Ⅲ 販売費及び一般管理費 15,392
営 業 利 益 20,617

Ⅳ 営 業 外 収 益
受 取 利 息 88
受 取 配 当 金 240
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 207
不 動 産 賃 貸 料 143
そ の 他 360 1,040

Ⅴ 営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,065
為 替 差 損 843
そ の 他 340 2,249
経 常 利 益 19,408

Ⅵ 特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 57
投 資 有 価 証 券 売 却 益 208
そ の 他 1 267

Ⅶ 特 別 損 失
減 損 損 失 4,908
そ の 他 525 5,433
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 14,242
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 7,017
法 人 税 等 調 整 額 △580 6,437
当 期 純 利 益 7,804
非支配株主に帰属する当期純損失 0
親会社株主に帰属する当期純利益 7,805
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連結株主資本等変動計算書
(自至 平成

平成
27
28
年
年
４
３
月
月
１
31
日
日)

(単位：百万円)
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 30,449 18,386 16,646 △25 65,457
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,143 △1,143
親会社株主に帰属する当期純利益 7,805 7,805
土地再評価差額金の取崩 2,594 2,594
自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額)
当 期 変 動 額 合 計 ― ― 9,256 △0 9,255
当 期 末 残 高 30,449 18,386 25,902 △25 74,713
　

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
株主持分

純 資 産
合 計

そ の 他
有価証券
評価差額金

繰 延
ヘ ッ ジ
損 益

土 地
再 評 価
差 額 金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係 る
調整累計額

その他の
包括利益
累 計 額
合 計

当 期 首 残 高 3,607 △17 6,676 18 1,289 11,575 35 77,068
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,143
親会社株主に帰属する当期純利益 7,805
土地再評価差額金の取崩 2,594
自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額) △1,307 38 △2,373 △100 △1,957 △5,701 33 △5,667

当 期 変 動 額 合 計 △1,307 38 △2,373 △100 △1,957 △5,701 33 3,588
当 期 末 残 高 2,299 20 4,303 △81 △668 5,874 68 80,656
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　連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成28年５月16日

五洋建設株式会社
　取 締 役 会 御 中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山 本 禎 良 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 関 谷 靖 夫 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 澤 部 直 彦 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、五洋建設株式会社の平成27年４月１日から平成
28年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、五洋建設株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上



35

貸 借 対 照 表
（平成28年３月31日現在）

(単位：百万円)
科 目 金 額 科 目 金 額
(資 産 の 部)

Ⅰ 流 動 資 産
現 金 預 金
受 取 手 形
完 成 工 事 未 収 入 金
有 価 証 券
販 売 用 不 動 産
未 成 工 事 支 出 金
開 発 事 業 等 支 出 金
材 料 貯 蔵 品
短 期 貸 付 金
未 収 入 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

Ⅱ 固 定 資 産
（1）有 形 固 定 資 産

建 物 ・ 構 築 物
機 械 ・ 運 搬 具
工 具 器 具 ・ 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

（2）無 形 固 定 資 産
（3）投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

356,334
265,249
52,495
12,635
150,307

31
1,658
11,823
3,997
836
3,004
23,334
2,568
3,452
△897
91,085
50,576
11,266
7,224
673

30,769
202
439
1,411
39,097
14,465
1,378
18,342
754
135
718
4,242
△941

(負 債 の 部)
Ⅰ 流 動 負 債

支 払 手 形
電 子 記 録 債 務
工 事 未 払 金
短 期 借 入 金
未 払 金
未 払 法 人 税 等
未 成 工 事 受 入 金
預 り 金
完 成 工 事 補 償 引 当 金
賞 与 引 当 金
工 事 損 失 引 当 金
関係会社事業損失引当金
そ の 他

Ⅱ 固 定 負 債
社 債
長 期 借 入 金
再評価に係る繰延税金負債
退 職 給 付 引 当 金
そ の 他
(純 資 産 の 部)

Ⅰ 株 主 資 本
（1）資 本 金
（2）資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金
そ の 他 資 本 剰 余 金

（3）利 益 剰 余 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
固定資産圧縮積立金
別 途 積 立 金
繰 越 利 益 剰 余 金

（4）自 己 株 式
Ⅱ 評価・換算差額等
（1）その他有価証券評価差額金
（2）繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
（3）土 地 再 評 価 差 額 金

281,877
236,594
23,757
15,129
96,466
32,060
3,083
5,787
25,634
24,372
1,449
1,728
2,312
675
4,136
45,283
20,000
20,413
3,869
601
399

74,457
67,833
30,449
18,386
12,379
6,007
19,022
19,022
104
5,000
13,918
△25
6,623
2,299
20

4,303
資 産 合 計 356,334 負 債 純 資 産 合 計 356,334
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損 益 計 算 書
(自至 平成

平成
27
28
年
年
４
３
月
月
１
31
日
日) (単位：百万円)

科 目 金 額
Ⅰ 売 上 高

完 成 工 事 高 452,900
開 発 事 業 等 売 上 高 4,961 457,862

Ⅱ 売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 420,330
開 発 事 業 等 売 上 原 価 5,405 425,736
売 上 総 利 益
完 成 工 事 総 利 益 32,569
開 発 事 業 等 総 損 失 444 32,125

Ⅲ 販売費及び一般管理費 14,005
営 業 利 益 18,119

Ⅳ 営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,524
そ の 他 468 1,993

Ⅴ 営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,101
為 替 差 損 891
そ の 他 313 2,306
経 常 利 益 17,806

Ⅵ 特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 54
投 資 有 価 証 券 売 却 益 208
そ の 他 0 263

Ⅶ 特 別 損 失
減 損 損 失 4,491
関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 繰 入 額 675
そ の 他 289 5,455
税 引 前 当 期 純 利 益 12,614
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 6,253
法 人 税 等 調 整 額 △493 5,759
当 期 純 利 益 6,854
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株主資本等変動計算書
(自至 平成

平成
27
28
年
年
４
３
月
月
１
31
日
日)

(単位：百万円)
株 主 資 本

資本金
資本剰余金

利益剰余金

自 己
株 式

株 主
資 本
合 計

その他利益
剰 余 金 利 益

剰余金
合 計資 本

準備金
その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

固定資
産圧縮
積立金

別 途
積立金

繰 越
利 益
剰余金

当 期 首 残 高 30,449 12,379 6,007 18,386 110 ー 10,606 10,717 △25 59,528
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,143 △1,143 △1,143
固定資産圧縮積立金の取崩 △6 6 ー ー
別途積立金の積立 5,000 △5,000 ー ー
当 期 純 利 益 6,854 6,854 6,854
土地再評価差額金の取崩 2,594 2,594 2,594
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
当 期 変 動 額 合 計 ー ー ー ー △6 5,000 3,311 8,305 △0 8,304
当 期 末 残 高 30,449 12,379 6,007 18,386 104 5,000 13,918 19,022 △25 67,833
　

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産
合 計その他有価証

券評価差額金
繰延ヘッジ
損 益

土地再評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 3,606 △17 6,676 10,265 69,794
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,143
固定資産圧縮積立金の取崩 ー
別途積立金の積立 ー
当 期 純 利 益 6,854
土地再評価差額金の取崩 2,594
自 己 株 式 の 取 得 △0

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) △1,307 38 △2,373 △3,642 △3,642

当 期 変 動 額 合 計 △1,307 38 △2,373 △3,642 4,662
当 期 末 残 高 2,299 20 4,303 6,623 74,457
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　会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

平成28年５月16日
五洋建設株式会社
　取 締 役 会 御 中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山 本 禎 良 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 関 谷 靖 夫 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 澤 部 直 彦 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、五洋建設株式会社の平成27年４月１日から
平成28年３月31日までの第66期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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　監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第66期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告い
たします。
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告
を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び事業所において業務及び財産の状
況を調査いたしました。また、子会社については、主要な子会社に赴き、取締役及び監査役等と意思疎
通及び情報の交換を図るとともに業務及び財産の状況を調査いたしました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社
法施行規則第１００条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議
に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第１３１条
各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成１７年１０月２８日企業会計審議会）等に
従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制も含
め指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人である新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人である新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 平成28年５月18日
五洋建設株式会社 監査役会

常勤監査役 宮 園 猛 ㊞
常勤監査役 樋　口 達 士 ㊞
常勤監査役 福 田 博 長 ㊞
監査役 豊 島 達 哉 ㊞

（注） 監査役樋口達士、監査役福田博長及び監査役豊島達哉は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に
定める社外監査役であります。

以 上
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
　第１号議案　剰余金処分の件
　当社は、将来に備えた経営基盤の強化及び技術開発や設備投資の実施などにより、収益力の
向上、企業価値の増大を図るとともに、株主の皆様に対して継続的かつ安定的に配当を行うこ
とを基本方針としております。
　剰余金の処分につきましては、当期の業績、財務健全化の進捗及び今後の事業展開等を総合
的に勘案いたしまして、以下の通りといたしたいと存じます。
　1．期末配当に関する事項
　(1) 配当財産の種類
　 金銭
　(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき 6円 総額 1,715,423,748円
　(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成28年６月27日
　2．その他の剰余金の処分に関する事項
　(1) 増加する剰余金の項目とその額
　 別途積立金 5,000,000,000円
　(2) 減少する剰余金の項目とその額
　 繰越利益剰余金 5,000,000,000円
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　第２号議案　定款の一部変更の件
　

　1．変更の理由
(1) 当社は、平成14年に執行役員制度を導入し、取締役会の活性化と意思決定の迅速化を
図っています。こうした現状に即し、適正なコーポレート・ガバナンス体制の維持・構
築を明確にするため、取締役及び監査役の員数に上限を定めることとし、当社定款第17
条及び第31条の規定を変更するものです。

(2) 平成27年５月１日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）
により、損害賠償責任を限定する契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたため、
当社定款第29条第２項及び第40条第２項の規定を変更するものです。
　なお、第29条第２項の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。

　2．変更の内容
　（下線は変更部分を示します。）

現行定款 変更案

第四章 取締役及び取締役会

（取締役の員数）
第 17 条 当会社の取締役は、3名以上と
する。

（取締役の責任免除）
第 29 条 当会社は、会社法第426条第
１項の規定により、任務を怠ったことに
よる取締役（取締役であった者を含む。）
の損害賠償責任を、法令の限度におい
て、取締役会の決議によって免除するこ
とができる。
2 当会社は、会社法第427条第１項の
規定により、社外取締役との間に、任務
を怠ったことによる損害賠償責任を限定
する契約を締結することができる。ただ
し、当該契約に基づく責任の限度額は、
法令が規定する額とする。

第四章 取締役及び取締役会

（取締役の員数）
第 17 条 当会社の取締役は、15名以内
とする。

（取締役の責任免除）
第 29 条 （現行通り）

2 当会社は、会社法第427条第１項の
規定により、取締役（業務執行取締役等
である者を除く。）との間に、任務を怠
ったことによる損害賠償責任を限定する
契約を締結することができる。ただし、
当該契約に基づく責任の限度額は、法令
が規定する額とする。
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現行定款 変更案

第五章 監査役及び監査役会

（監査役の員数）
第 31 条 当会社の監査役は3名以上とす
る。

（監査役の責任免除）
第 40 条 当会社は、会社法第426条第
１項の規定により、任務を怠ったことに
よる監査役（監査役であった者を含む。）
の損害賠償責任を、法令の限度におい
て、取締役会の決議によって免除するこ
とができる。
2 当会社は、会社法第427条第１項の
規定により、社外監査役との間に、任務
を怠ったことによる損害賠償責任を限定
する契約を締結することができる。ただ
し、当該契約に基づく責任の限度額は、
法令が規定する額とする。

第五章 監査役及び監査役会

（監査役の員数）
第 31 条 当会社の監査役は5名以内とす
る。

（監査役の責任免除）
第 40 条 （現行通り）

2 当会社は、会社法第427条第１項の
規定により、監査役との間に、任務を怠
ったことによる損害賠償責任を限定する
契約を締結することができる。ただし、
当該契約に基づく責任の限度額は、法令
が規定する額とする。
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　第３号議案　取締役10名選任の件

　本定時株主総会終結の時をもって現在の取締役10名全員が任期満了となります。つきまし
ては、コーポレート・ガバナンス強化のため独立社外取締役を２名に増員し、合わせて10名
の選任をお願いしたいと存じます。

　取締役候補者は、次の通りであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１

し み ず た く ぞ う

清 水 琢 三
（昭和33年６月８日生）

昭和58年４月 当社入社
平成21年４月 当社執行役員 名古屋支店長
平成24年４月 当社常務執行役員

土木部門土木営業本部長
平成24年６月 当社取締役 兼 常務執行役員 同上
平成25年４月 当社取締役 兼 専務執行役員 同上
平成26年４月 当社代表取締役 兼 執行役員副社長
平成26年６月 当社代表取締役社長 兼 執行役員社長

（現在に至る）
【取締役候補者とした理由】
清水琢三氏は、当社における土木事業、経営企画等に関する
豊富な業務経験を有しております。平成26年６月に社長就任
以来、経営トップとして企業価値向上を目指した経営戦略を
推進しており、引き続き豊富な職務経験や知見を経営に活か
すことができると考えております。

39,000株
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

２

さ さ き く に ひ こ

佐々木 邦 彦
（昭和26年８月６日生）

昭和49年４月 当社入社
平成18年４月 当社執行役員 人事部長

兼 総務本部副本部長
平成20年６月 当社取締役 兼 執行役員 人事部長

兼 経営管理本部副本部長
平成23年４月 当社取締役 兼 常務執行役員

経営管理本部長 兼 CSR推進室長
兼 人事部担当

平成24年４月 当社取締役 兼 専務執行役員
経営管理本部長 兼 CSR推進室長

平成26年６月 当社代表取締役 兼 執行役員副社長
経営管理本部長 兼 CSR推進室長
兼 安全品質環境担当

平成28年４月 当社代表取締役 兼 執行役員副社長
（現在に至る）

【取締役候補者とした理由】
佐々木邦彦氏は、当社における経理、人事等経営管理に関す
る豊富な業務経験を有しております。引き続きその幅広い職
務経験や知見を取締役として経営に活かすことができると考
えております。

69,000株

３

と ご う あ き ひ こ

都 甲 明 彦
（昭和28年11月16日生）

昭和51年４月 当社入社
平成20年４月 当社執行役員 国際事業本部副本部長

兼 シンガポール営業所長
兼 インドネシア営業所長

平成23年４月 当社常務執行役員 国際事業本部副本部長
兼 国際事業本部ワールドオペレーション
センター長 兼 シンガポール営業所長

平成25年４月 当社常務執行役員 国際部門国際事業本部長
平成26年４月 当社専務執行役員 同上
平成27年４月 当社専務執行役員 国際部門長
平成27年６月 当社取締役 兼 専務執行役員 国際部門長

（現在に至る）
【取締役候補者とした理由】
都甲明彦氏は、当社における海外事業等に関する豊富な業務
経験を有しております。引き続きその幅広い職務経験や知見
を取締役として経営に活かすことができると考えておりま
す。

9,300株
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

４

う え だ か ず や

植 田 和 哉
（昭和33年８月２日生）

昭和58年４月 当社入社
平成23年４月 当社執行役員

土木部門土木営業本部副本部長
平成25年４月 当社常務執行役員

土木部門土木営業本部副本部長
兼 2020事業室担当

平成26年４月 当社常務執行役員
土木部門土木営業本部長
兼 2020事業室担当

平成26年６月 当社取締役 兼 常務執行役員
土木部門土木営業本部長
兼 2020事業室担当

平成27年４月 当社取締役 兼 専務執行役員
土木部門土木営業本部長
（現在に至る）

【取締役候補者とした理由】
植田和哉氏は、当社における土木事業等に関する豊富な業務
経験を有しております。引き続きその幅広い職務経験や知見
を取締役として経営に活かすことができると考えておりま
す。
　

10,800株

５

な か み つ ゆ う じ

中 満 祐 ニ
（昭和33年８月１日生）

昭和56年４月 当社入社
平成23年４月 当社執行役員 東京建築支店副支店長
平成24年６月 当社取締役 兼 執行役員

建築部門建築本部長 兼 安全品質環境担当
平成26年４月 当社取締役 兼 常務執行役員

建築部門建築営業本部長
平成28年４月 当社取締役 兼 専務執行役員

建築部門建築営業本部長 兼 安全品質環境担当
（現在に至る）

【取締役候補者とした理由】
中満祐二氏は、当社における建築事業等に関する豊富な業務
経験を有しております。引き続きその幅広い職務経験や知見
を取締役として経営に活かすことができると考えておりま
す。
　

18,700株
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

６

の ぐ ち て つ し

野 口 哲 史
（昭和35年９月11日生）

昭和58年４月 当社入社
平成24年４月 当社執行役員 名古屋支店長
平成26年４月 当社執行役員 土木部門土木本部副本部長

兼 技術研究所担当 兼 技術戦略室担当
平成26年６月 当社取締役 兼 執行役員

土木部門土木本部副本部長
兼 技術研究所担当 兼 技術戦略室担当

平成28年４月 当社取締役 兼 常務執行役員
土木部門土木本部長 兼 安全品質環境担当
兼 技術研究所担当 兼 技術戦略室担当
（現在に至る）

【取締役候補者とした理由】
野口哲史氏は、当社における土木事業等に関する豊富な業務
経験を有しております。引き続きその幅広い職務経験や知見
を取締役として経営に活かすことができると考えておりま
す。

4,900株

７

い が ら し し ん い ち

五十嵐 信 一
（昭和32年４月18日生）

昭和57年４月 当社入社
平成22年10月 当社建築部門建築本部建築設計部長
平成25年４月 当社建築部門建築本部副本部長
平成26年４月 当社執行役員 建築部門建築本部長

兼 安全品質環境担当
平成26年６月 当社取締役 兼 執行役員

建築部門建築本部長 兼 安全品質環境担当
（現在に至る）

【取締役候補者とした理由】
五十嵐信一氏は、当社における建築事業等に関する豊富な業
務経験を有しております。引き続きその幅広い職務経験や知
見を取締役として経営に活かすことができると考えておりま
す。

6,600株
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

８

い な と み み ち お

稲 富 路 生
（昭和36年７月16日生）

昭和59年４月 当社入社
平成24年４月 当社経営管理本部経営企画部長
平成26年４月 当社執行役員 経営管理本部副本部長

兼 経営管理本部経営企画部長
平成26年６月 当社取締役 兼 執行役員

経営管理本部副本部長
兼 経営管理本部経営企画部長

平成28年４月 当社取締役 兼 執行役員
経営管理本部長 兼 CSR推進室長
（現在に至る）

【取締役候補者とした理由】
稲富路生氏は、当社における財務、経営企画等経営管理に関
する豊富な業務経験を有しております。引き続きその幅広い
職務経験や知見を取締役として経営に活かすことができると
考えております。

6,300株

９

お は ら ひ さ の り

小 原 久 典
（昭和26年１月23日生）

昭和48年４月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
平成14年４月 株式会社みずほコーポレート銀行

（現 株式会社みずほ銀行）
執行役員大手町営業第二部長

平成15年６月 芙蓉総合リース株式会社
常務取締役営業推進部長

平成16年５月 同社常務取締役
平成21年４月 同社専務取締役
平成24年２月 同社取締役
平成24年４月 同社顧問（非常勤）
平成24年６月 当社社外取締役

（現在に至る）
平成24年７月 日本ビューホテル株式会社 社外取締役
平成24年11月 株式会社ビックカメラ 社外監査役

（現在に至る）
【社外取締役候補者とした理由】
小原久典氏は、これまで芙蓉総合リース株式会社の専務取締
役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と広い知識を
有しておられることから、当社の経営の重要事項の決定と業
務執行の監督等に十分な役割を果たすことができると考えて
おります。

7,300株
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１０
※

か わ し ま や す ひ ろ

川 嶋 康 宏
（昭和19年８月18日生）

昭和44年４月 運輸省（現 国土交通省）入省
平成10年６月 同省港湾局長
平成12年６月 同省大臣官房技術総括審議官
平成13年１月 国土交通省技術総括審議官
平成13年７月 財団法人港湾空港建設技術サービスセンター

（現 一般財団法人港湾空港総合技術センター）
理事長

平成16年３月 新日本製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社） 顧問
平成17年５月 日本港湾空港建設協会連合会 会長

（現在に至る）
平成18年５月 社団法人海洋調査協会

（現 一般社団法人海洋調査協会） 会長
（現在に至る）

平成18年７月 新日鉄エンジニアリング株式会社
（現 新日鉄住金エンジニアリング株式会社） 顧問

【重要な兼職の状況】
　日本港湾空港建設協会連合会 会長
　一般社団法人海洋調査協会 会長
【社外取締役候補者とした理由】
川嶋康宏氏は、港湾局長を務めるなど組織トップとしての経
験が豊富であり、建設産業及び港湾建設技術に関する高い見
識・専門的知識を有しておられることから、当社の経営の重
要事項の決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たすこと
ができると考えております。

0株

（注）1. 各候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
2. 候補者番号欄の※印は、新任の取締役候補者を示しております。
3. 小原久典氏及び川嶋康宏氏は、いずれも会社法に定める社外取締役候補者であります。
なお、小原久典氏の当社の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって４年
になります。
また、第３号議案をご承認いただいた場合には、当社は小原久典氏及び川嶋康宏氏との間で、当社
定款第29条第２項に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。ただし、当該契約
に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。

4. 小原久典氏及び川嶋康宏氏は、証券取引所の定める基準に加え、当社の定めた独立性基準を満たし
ており、当社は各氏を独立役員として当社が上場する金融商品取引所に届け出ております。
なお、当社が定めた社外役員の独立性判断基準は、52ページに記載のとおりであります。
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　第４号議案　監査役２名選任の件

　本定時株主総会終結の時をもって、監査役樋口達士氏及び福田博長氏が任期満了となりま
す。つきましては、監査役２名の選任をお願いしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次の通りであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１

ふ く だ ひ ろ な が

福 田 博 長
（昭和29年６月11日生）

昭和52年４月 安田生命保険相互会社
（現 明治安田生命保険相互会社）入社

平成16年１月 明治安田生命保険相互会社
東北法人部長

平成17年４月 同社東北公法人部長
平成18年４月 同社総合福祉業務部長
平成20年４月 同社理事公法人第一部長
平成22年４月 明治安田ライフプランセンター株式会社

代表取締役社長
平成24年４月 同社顧問
平成24年６月 当社社外監査役

（現在に至る）
【社外監査役候補者とした理由】
福田博長氏は、これまで明治安田ライフプランセンター株式
会社の代表取締役社長を務めるなど、企業経営に関する豊富
な経験と広い知識を有しておられることから、当社の監査体
制強化に十分な役割を果たすことができると考えておりま
す。
　

3,900株
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

２
※

お お は し よ し あ き

大 橋 惠 明
（昭和29年３月26日生）

昭和52年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
平成14年４月 株式会社みずほコーポレート銀行

（現 株式会社みずほ銀行）
米州日系営業第三部長

平成17年４月 株式会社みずほフィナンシャルグループ
執行役員広報部長

平成19年４月 みずほ証券株式会社
常務執行役員リスク管理・財務グループ長

平成21年６月 飯野海運株式会社取締役執行役員
平成22年６月 同社取締役常務執行役員

（現在に至る、平成28年６月28日退任予定）
【社外監査役候補者とした理由】
大橋惠明氏は、長年にわたる金融機関での業務や海外勤務、
また飯野海運株式会社の取締役を務めるなど、企業経営に関
する豊富な経験と財務・会計に関する高い知見を有しておら
れることから、当社の監査体制強化に十分な役割を果たすこ
とができると考えております。

0株

（注）1. 各候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
2. 候補者番号欄の※印は、新任の監査役候補者を示しております。
3. 福田博長氏及び大橋惠明氏は、いずれも会社法に定める社外監査役候補者であります。
なお、福田博長氏の当社の社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって４年
になります。
また、第４号議案をご承認いただいた場合に、当社は福田博長氏及び大橋惠明氏との間で、当社定
款第40条第２項に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。ただし、当該契約に
基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。

4. 福田博長氏及び大橋惠明氏は、いずれも証券取引所の定める基準に加え、当社の定めた独立性基準
を満たしており、当社は各氏を独立役員として当社が上場する金融商品取引所に届け出ております。
なお、当社が定めた社外役員の独立性判断基準は、52ページに記載のとおりであります。

　
以 上
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　（ご参考）
社外役員の独立性判断基準

当社における独立社外取締役及び独立社外監査役（以下、社外役員という。）とは、以下のいずれにも該当し
ない者をいう。

① 当社及び当社の関係会社（以下「当社グループ」という。）の業務執行者※1又は業務執行者であった者
② 現在又は過去5年間において、当社の主要株主※2又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、
会計参与、業務執行者

③ 当社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、業務執行者
④ 現在又は過去3事業年度のいずれかにおいて、当社グループを主要な取引先※3とする者又はその親会社若し
くは重要な子会社の業務執行者

⑤ 現在又は過去3事業年度のいずれかにおいて、当社の主要な取引先※4又はその親会社若しくは重要な子会社
の業務執行者

⑥ 当社グループから多額※5の寄附を受けている組織の業務執行者
⑦ 当社グループから取締役（常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会
社の取締役、監査役、会計参与、業務執行者

⑧ 現在又は過去3年間において、当社の大口債権者等※6又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査
役、会計参与、業務執行者

⑨ 当社の会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員である者
⑩ 当社グループから多額※5の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書
士、弁理士等の専門家

⑪ 上記①～⑩に該当する者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑫ その他、当社の一般株主全体との間で上記各項で考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益
相反が生じるおそれのある人物

⑬ 当社において、社外役員の地位の通算在任期間が8年間を超す者
※1 法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人又はその他の使用人
※2 議決権所有割合10%以上の株主
※3 その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2％以上の支払いを、当社グループから受けた者
※4 当社グループに対して、当社の対象事業年度の直近事業年度における年間連結総売上高の2％以上の支
払いを行っている者

※5 過去３事業年度平均年間1000万円以上
※6 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債
権者

　（平成27年11月11日制定）
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〈メ モ 欄〉
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を採用しています。

東京都文京区後楽二丁目2番8号
TEL 03-3816-7111（代表）

当社本店　11階会議室

ＪＲ総武線 飯田橋駅 東　　口　改札を出て左折 ⇒ 歩道橋へ
東京メトロ東西線 飯田橋駅 Ａ３出口　出口を出て直進 ⇒ 歩道橋へ
東京メトロ有楽町線 飯田橋駅 Ｂ１出口　出口を出て左折 ⇒ 横断歩道を渡って歩道橋へ
東京メトロ南北線 飯田橋駅 Ｂ１出口　出口を出て左折 ⇒ 横断歩道を渡って歩道橋へ
都営大江戸線 飯田橋駅 Ｃ２出口　出口を出て右折 ⇒ 交番前を右へ


